
������
｢観光｣ について言及するときに, われわれ

はどのような概念をもっているのだろうか｡ 個

人的に体験してきた ｢観光｣ について語ってい

るばかりでなく, 観光客と見受けられる人々の

行動を見聞きすることやＴＶの番組で流される

観光に関する情報によって ｢観光｣ の概念を個

人的に形成している｡

もちろん, 先行研究では, ｢観光｣ という概

念を規定することに着手しており, 風光を愛で

る�����������ばかりでなく, �������という移
動に重点をおいたものまで, さまざまなものが

観光とされている｡ ところが, 昨今のエコツー

リズムや観光���の出現に至って, 観光の概
念はさらに大きく変わっていることは誰しも感

じているところであろう｡

本稿において, この ｢観光｣ 概念の規定をす

ることはあまりにも大きすぎるテーマであり,

まずは, 観光という消費者サービスの特徴をあ

きらかにすることによって, 観光産業と観光が

向かう方向性を少しでも示すことを目的とした

い｡ 観光の概念を規定せずに, この作業がおこ

なわれてよいはずもないが, とりあえず ｢余暇

におこなわれる活動であり, 居住地域より移動

することが伴うことが多い活動｣ と規定するこ

とで分析をはじめる｡ 観光という概念がこのよ

うな単純化した規定ですませられないことは重々

承知しているが, 分析をすすめるうえでの本稿

のみの便宜的な措置とする｡

また, これらを分析するときの手法としては,

サービス概念を観光に導入することで新たな手

法としたい｡ とくに, 消費活動自体に伴う自己

サービス概念を導入して, 観光サービスを考え

ることにしたい｡ 観光の場合, サービスの消費

者である観光客が移動をすることが多いのだが,

その移動自体を旅行業者等に依頼し, サービス

を購入する場合もあり, 自家用車などの利用を

し, 観光客が自分にサービス労働を提供するこ

ともありうる｡ このように, 観光という目的の

ためには, 移動ばかりでなく, サービスの購入

または自己自身に対するサービス労働をおこな

うことが必ずともなうといっていいだろう｡ 以

下では, このような観光に関するサービス活動

をみることによって, 観光および観光サービス

産業の方向性を検討する｡�������������
観光および観光サービス産業の方向性を検討

するにあたって, まず, 観光サービス産業の分

類が重要となる｡ 観光サービス産業は, いうま

でもなく観光概念を固めることにより導かれる

ものであるが, 観光に対する消費者のニーズが

他の消費と同じように多様化するなかで, 観光

の範囲が緩やかになり拡大縮小している｡ この
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状況を踏まえて, 観光サービス産業によって提

供されるサービスの形態に着目し, 観光サービ

スから観光自体を見直す作業をおこなうことに

したい｡��������������������������
観光については, 政府等により観光が定義さ

れている｡ 政府の答申等で使われる観光につい

ては, ｢観光基本法 (昭和��年)｣ 以降観光あり
きという姿勢で使われることが多かった｡ しか

し, 外国人観光客による経済効果が再認識され

て, 観光立国という施策が ｢観光立国推進基本

法 (平成��年)｣ で明確になる過程のなかで,
従来の観光では捉えきれないことも指摘されて

きたところである｡

まず, 観光政策審議会 ｢今後の観光政策の基

本的な方向について (答申第��号) (平成７年)｣
により観光立国の方向性が示された｡ とくに,

観光の定義を明確にしている点が注目される｡

｢観光の定義を 『余暇時間の中で, 日常生活圏

を離れて行う様々な活動であって, 触れ合い,

学び, 遊ぶということを目的とするもの』 と考

える｡｣１｡ 観光の変化をある程度見据えた定義

がなされており, その後の政策的な定義とは異

なる｡

同審議会 ｢��世紀初頭における観光振興方策―
観光振興を国づくりの柱に― (答申第��号)
(平成��年度)｣ では ｢『観光』 という言葉は,

中国の四書五経の一つ 『易経』 の一文である

『観国之光』 が語源とされているが, それは

『国の文化, 政治, 風俗をよく観察すること』,

『国の風光・文物を外部の人々に示すこと』 と

いうような意味・語感を有していたといわれて

いること等も考えあわせると, いわゆる 『観光』

の定義については, 単なる余暇活動の一環とし

てのみ捉えられるものではなく, より広く捉え

るべきである｡｣２ とより政策的な概念となって

いる｡

さらに, 観光立国懇談会 ｢観光立国懇談会報

告書｣ (平成��年) により観光立国の意味が固・・・・

まっていく｡ この報告書に観光の定義がなされ

ている｡ ｢観光の原点は, ただ単に名所や風景

などの 『光を見る』 ことだけではなく, 一つの

地域に住む人々がその地に住むことに誇りをも

つことができ, 幸せを感じられることによって,

その地域が 『光を示す』 ことにある｡｣３｡ 観光

に地域再生の要素を組み込むためのより政策指

向の観光の定義となる｡

以上, 政府が考える観光概念は, われわれが

観光を調べると必ずでてくる易経の ｢観国之光｣

の域をでるものではなく, 政策としての地域活

性化の要素が付加されただけのものであり, 研

究に耐えうるものではないことはいうまでもな

い｡ ただし, 観光政策審議会 (答申第��号) に
ついては, 観光へのニーズが多様化し, 学習型,

体験型等の観光へ変化していることを指摘して

いる｡ これは, 消費者からの視点にたったもの

と評価できよう｡��������������
わが国の観光研究者も学説史的な経緯をもと

に観光概念の定義をおこなっているが, やはり

観光の定義は前述の政府による概念規定と大差
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ない｡ 本稿では, 国際機関による観光定義を採

用した代表として河村誠治をとりあげたい｡

河村は国際機関における観光客の取り扱いを

根拠として, ｢観光が, 日常の生活や仕事とは

異なる非日常的活動という点で, 大方の意見は

一致する｡ この 『非日常性』 こそ観光の概念把

握の出発点とも言えるものである｡｣４ と規定し

ている｡ そのうえで, 非日常性に該当しない

｢日帰り観光｣ と ｢出張・研修｣ なども総体的

な概念から観光に含めている｡

河村は, 観光を学問的に分析するために, 世

界観光機関 (���) における観光統計の取り扱
いに言及している｡ 実証研究をすすめるうえで

は有効な割り切り方ともいえよう｡ ただし,

｢日帰り観光｣ についての取り扱いは無理があ

る｡ 例えば, 平成��年度鹿児島県観光統計によ
ると, 県外および県内からの日帰り観光客数は,

観光客全体の�����％をしめており, 日帰り観
光客を例外的な扱いとすることはできない５｡

このように, 国際統計と国内統計との不整合が

ともなうことは他の分野でも多々見受けられる

点であり, 概念規定そのも

のの問題とはならない｡ し

かし, 非日常性という観光

の定義は拡大解釈される余

地があり, 河村が除外した

｢日帰り観光｣ についても

非日常性がある場合もあり,

より検討が必要であろう｡

次に, 溝尾良隆をとりあ

げたい｡ 溝尾は, 観光基礎概念研究会による定

義をもとにして, 旅行, 観光, レクリエーショ

ンの分類をおこなっている６｡ 溝尾のユニーク

な点は, ｢旅行にでかける側の旅行者は, 旅行,

観光, レクリエーションの区別は意識していな

いし, あえて区別する必要もない｡｣７ というよ

うに観光の概念よりも旅行者, すなわち観光サー

ビスの消費者側からの視点を持っていることで

ある｡ 本稿では, 観光サービスの特性に着目し,

観光の概念規定への始点とすることを目的とし

ているが, 溝尾のこの立場は参考にしたい｡��������������������
このように, 観光というものは非常に広い概

念であって, 観光の研究をおこなうためには,

旅行, 観光, レクリエーション, レジャーなど

の概念すべてを整理しなければならないという

ことのようである｡ しかし, 消費行動からみる

ならば, 観光といえども消費行動に他ならず,

単純化することができる｡ 下表は観光と買物と

いう消費行動に関して比較したものである｡ 観

観光サービス産業の消費サービス概念からの分析

―�―４ 河村 (����)������
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７ 溝尾良隆 (����)������

表 消費行動からみた観光と買物

購入する財･サービス 観 光 買 物

情報 雑誌・ガイド本・��等 ����・雑誌等
交通機関

観光地までの移動 店舗・商店街までの移動

観光地内での移動 店舗・商店街内での移動

目的地での消費
観光地での風光を楽しむ ウィンドショッピング

物品(特産品・サービス)の購入 物品の購入

宿泊 宿泊することもある 宿泊することもある

交通機関 自宅への移動 自宅への移動



光という消費行動も細分化すると, 買物行動と

類似していることがわかる｡

第１に, 観光の場合は交通機関から購入する

サービスの比重が高い場合が多いことが想起さ

れよう｡ ただし, この交通機関から購入するサー

ビスについては, さまざまな形態が存在する｡

自家用車, 自分で手配するチケット, 旅行業者

にまかせて購入するチケット, いわゆるフリー

プランといわれるチケットなど, さまざまな形

態があり, 消費に関するサービスである ｢自己

サービス｣ との関連が密接であることが指摘さ

れる８｡

第２に, 観光でも買物でも目的となる目的地

での消費活動は, 前述の河村の ｢非日常性｣ と

関連するところでもある｡ 例えば, 近くのコン

ビニへの買物では観光にならないことはいうま

でもない｡ しかし, デパートへ年に数回しか行

かない消費者にとって, それは ｢非日常性｣ で

もあり, これは観光ともいえることになる｡

第３に, 宿泊であるが, ｢日帰り観光｣ の比

重が高まっている現状と, 都市圏への買物が社

会現象となっている現状を踏まえると, 観光と

買物の区分が曖昧になっている部分でもある｡

とくに, 九州地区では, いわゆる ｢ツバメ族｣

といわれる鹿児島県内から福岡天神地区への買

い物客が社会現象までになっており, 宿泊のな

い観光と宿泊がともなう買物が存在することが

観光と買物の区分を曖昧にしている｡

第４に, 情報についても購入前に情報を入手

するという点では類似性が高い｡ しかし, 情報

については目的地での消費の直前または同時に

得る場合がある｡ これについては, 観光サービ

スにおいて非常に重要な側面をもつので, のち

に詳しく考察する｡

以上のように, 観光はわれわれの消費行動の

一部であり, 交通機関サービスの利用が多いと

予測されるだけであり, 特別な活動ということ

はできない｡��������������������
観光と買物という消費活動の類似性を強調し

たが, 自己サービスと情報に関して考察をおこ

なう｡�������������������������
自己サービスとは, われわれが消費をおこな

うときに自らに課すサービスのことをいう９｡

あらゆる消費活動には自己サービスが必要であ

る｡ 食事をするときには食べ物を口まで運ぶと

いうサービスが必要であり, 買物をするときに

は店舗まで移動するというサービスが必要とな

る｡

自己サービスから観光をみると, 前表の交通

機関による移動サービスが自己サービスによっ

て代替されることがわかる｡ 旅行における徒歩,

自家用車による移動がこれに該当する｡ しかし,

歴史的にみるならば, 徒歩による旅行という自

己サービスがあって, 交通機関によって代替さ

れたというべきかもしれない｡ 自家用車はこれ

を自己サービスによる移動へと観光を大きく変

えたことになる｡

ただし, 目的地に到着した後にも移動が必要

である｡ この移動については徒歩などの自己サー
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ビスが存在するが, 定期観光バス・観光タクシー

という目的地だけの交通機関による移動サービ

スも存在しており, 観光客は選択が可能になっ

ている｡ また, すべての移動サービスを一括購

入したのが, バスツアーなどのいわゆる団体旅

行となる｡

次に, 宿泊サービスであるが, これについて

は自己サービスによって代替することはオート

キャンプなどのアウトドア活動の場合を除いて

難しい｡����������������
情報については, 消費活動の場合, みずから

が商品知識を収集することが経済学の前提となっ

ているが, 現実は難しく売り手による広告宣伝

によっておこなわれている｡ また, 店頭で販売

員によって商品の情報を得ることも多い｡ 観光

においても同様であり, 事前に旅行雑誌・旅行

ガイド等で情報をえなければ旅行地自体も決ま

らないだろう｡ また, 観光の場合も, 買物と同

じように店頭 (観光地) での情報を購入するこ

とが多い｡ それが観光ガイドであり, 観光バス・

観光タクシーは移動サービスに情報提供サービ

スを付加したものである｡

観光においては情報の位置づけは買物とは異

なる部分がある｡ とくに, 風光をめでるという

観光の場合, 風光明媚な観光地は公共財として

の特徴を多くもち, その地を訪れた観光客すべ

てに風光明媚というサービスが与えられる｡ し

かし, 自然というのはこれに関する知識がない

場合消費できない｡ 例えば, 海や山をみて美し

いと感ずるだけではなく, これに関する自然知

識や歴史的なストーリーを付加することによっ

て受け取れるサービスは価値を増す｡ 商品でも

ストーリー性を添付することは価値を増すが,

公共財的な観光地を消費するときはこの情報が

消費者の受け取る消費の価値を増加させるので

ある｡

つまり旅行前に入手した情報と観光地で入手

または購入する情報で消費の価値を高めること

ができる｡ 自然環境などの公共財を目的とした

観光では, 情報が消費者の受け取る観光サービ

スの量を増加させ, バスガイドやエコツアーガ

イドなどのニーズを形成する｡��������������������
観光サービスを自己サービスと情報からみる

と次図のようになる｡ これは観光サービス業が

提供してきた旅行について分類をしている｡ ま

た, わが国の観光サービスの経緯をも矢印で示

した｡ 矢印は観光サービスの全面的な移動では

なく, ニーズの多様化に応じた観光サービスの

拡大の方向とみる方がよい｡ つまり矢印は観光

サービスの多様化の方向を示している｡

まず, 観光サービス産業の商品・サービスと

しては, 団体旅行があげられる｡ これはすべて

旅行業者まかせという形であり, 自己サービス

が極端に少なく, いわゆるバスガイドに代表さ

れる情報の提供までがおこなわれるという商品

である｡ したがって, 次図で示される位置にな

る｡ 高度成長期に浸透した団体旅行は現在も続

いているのは自己サービスが不要であることを

好む消費者に需要があるからである｡

次に, ����年に国鉄がおこなった ｢ディスカ
バージャパン｣ に代表される商品・サービスが

ある｡ ディスカバー・ジャパンでは, 前もって

テレビ番組 ｢遠くへ行きたい｣ によって観光地

情報を提供し, 具体的な商品・サービスとして

は, ミニ周遊券をはじめとする観光地までの交

通サービスを提供している｡ これは, 交通サー

観光サービス産業の消費サービス概念からの分析
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ビスを目的地までの移動に限定して購入し, 観

光地の行動については消費者のニーズにまかせ

るというものである｡ 事前の情報提供のために,

当時創刊された ｢�����｣ 等の雑誌も寄与して
いた｡

その後, バブル期には, 豪華な旅行やリゾー

トブームが訪れたが, 個人旅行への傾向は維持

されていたといえよう｡ バブル崩壊後は, いわ

ゆる ｢安近短｣ が主流となり, ｢日帰り旅行｣が

主力となっていく｡

この時期と重なりながら, 観光サービスへの

ニーズは, 個人が集めうる情報以上の情報をも

とめるという傾向が高まる｡ これが昨今の ｢ニュー

ツーリズム｣ であり, 体験型・交流型・学習型

という領域がひろがる｡ これは, 目的地 (観光

地) においてより質の高い (情報量の多い) 情

報の提供を求める観光となる｡ 情報購入につい

ては, 縦軸の交通サービスのような限界はなく,

今後観光において情報提供がますます増加する

ことが見込まれる｡����������������������������
前述のように観光サービス産業の提供してい

るサービスの変遷は, 消費者ニーズの多様化に

よるものであるという理由付けをおこなってみ

た｡ しかし, 消費者ニーズというならば, 一般

消費行動と同様な変化があったと考えるべきで

あろう｡

バブル後の消費をあらわすさまざまな用語の

一つに ｢バリュー消費｣ や ｢第三の消費スタイ

ル｣��と呼ばれるものがある｡ このなかでも価
値を重要視して消費をおこなう階層の存在は,

高齢化のなかでの消費スタイルとして注目され

ている｡ これを観光サービスにも当てはめるな

らば, ニューツーリズムへ向かうことがトレン

ドとして確認できる｡ 観光地における公共財的

なサービスをより価値をつけて消費するために
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図１. 交通サービスと情報からみた観光サービスの変遷
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は, 情報の提供が必要であることを指摘したが,

ニューツーリズムを志向する消費者のなかには

価値消費という新しい消費形態が生まれている｡

ここで観光を情報の購入だけで眺めると,

｢一般的な観光情報｣ (団体旅行) → ｢個人の興

味あった情報は自分で収集する｣ (個人旅行)

→ ｢個人では集められない情報を購入する｣

(ニューツーリズム) という流れが認められる｡

これに対応して, 観光サービス産業は, ｢百名

山登山ツアー｣ や ｢○○教授と歩く高山植物ツ

アー｣ など団体旅行の方向性を変えてきている｡

つまり, 観光サービス産業は, 時代に応じた

交通サービスと情報提供サービスをくみあわせ

ているといってよいだろう｡ ただし, 情報提供

については交通サービスのように限界はない｡

われわれは情報提供が観光のメインになる時代

に突入しているのである｡�����
以上のように観光概念について考察するにあ

たり, 消費行動に着目し, 観光と買物という消

費行動を比較することにより, 交通サービス・

情報提供サービスという分析軸を見出すことが

できた｡ このことによって観光概念の確立に至

ることはできないが, 観光は買物と同じように

労働時間以外におこなう行動であり, 多くはレ

クリエーションという側面をもつ｡ とくに, 観

光においては, 交通手段の選択や目的地での行

動のバリエーションが情報の購入にともない発

生し, 消費者自身が自分のニーズを反映させや

すい｡ 財・サービスを購入する買物よりもより

消費者の個性があらわれる消費行動である｡ さ

らに, 現在の観光を見据えるならば, 情報の消

費が主となる活動へと変移しているといっても

よいだろう｡

今後, 観光というものがさらに変移する可能

性として, ハイビジョン映像で提供される観光

地の情報というものが観光に代わるものになる

ことも考えられる｡ 紀行���が数多く発行さ
れていることがその一例であり, さらに動画の

質が高まるならば, 観光バスの窓からみるより

もより鮮明かつ臨場感のある映像情報が自宅で

体験できる｡ このような映像情報のみの観光が

成立するならば, 前図では, 情報の購入軸の上

に観光が存在することになる｡ 観光の本質が情

報の消費であるならば, この可能性も除外でき

ない｡ 今後, この点についてさらに検討をおこ

なうが, そのための出発点として本稿を考えた

い｡����
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